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。
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成
二
十
二
年
一
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す
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す
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
八
号
様
式
の
そ
の
四
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
減
額

通
知

(

賦
課
取
消)

書

(

兼
過
誤
納
金
還
付

(

充
当)

通
知
書)

の
用
紙
で
現
に
残
っ
て
い
る
も

の
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
一
号

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
三
日
次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い

旨
の
公
告
を
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者

か
ら
申
出
が
な
い
の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)

第
六
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
弘
都
不
動
産

二

代
表
者
の
氏
名

�
口

陽
規

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
土
手
町
三
一

四

免
許
証
番
号

青
森
県
知
事

(

一
〇)

第
一
三
〇
五
号

(

教
示)

こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
、
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法

(

昭
和
三
十
七

年
法
律
第
百
六
十
号)

に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六

月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て

(

知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。)

、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
異
議
申

立
て
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。

青 森 県 報平成22年１月４日 月曜日 第3181号 2

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
	
�
 
!
	
"
#
$
�
%
&
	
'
(
)
*
+
,
�
�
-
.
/

0
1
2
�
�
3
4
5
�
�
�
�
�

�
�
�
�
6
�


7
4
�
6
�
�
�
�

8
'
(
)
*
�
9
:
1
;
<
=
>
?
/
0
@
!
�
A
-
.
�
�
6

�
�
B

�
�
�
�
�
	
C
D
E
$
F
G
	
G
D
+
H
�
I
J
�
K
!
6
L
M
/
N
3

�
1
O
P
Q
	
R
S
�
9
�

�
�
T
U
	
V
-
.
/
0
�
6
�

+
:
�

�
�
	
W
X
	
�
 
!
/
*
O
�
"
#
$
�
%
&
	
'
(
)
*
+
,
�
�
-

.
	
Y
Z
/
[
3
1
;
	
\
;
<
=
�
]
!
�
^
?
_
`
+
a
/
�
�

!

b
c
�
d
e
�
9
�

�
$
�
-
.
/
0
�
6
�
A
�
�
	
�
 
!
	
"
#

/
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
	
W
X
+
:
6
�
f
g
�
9
�
h
i
+
$
�
�
	
j
�
k
/
[
3
�
:

1
;
	
\
;
<
=
�
]
!
�
l
m
;
_
`
+
�
�
+
,
!
�
'
(
)
*
/
�
�

�

�
�
�
�
�
�



( )

公

告

肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
取
締
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
三
沢
都
市
計
画

区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の

で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則

(

平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一
号)

第
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

午
後
二
時
か
ら

二

開
催
の
場
所

三
沢
市
桜
町
一
丁
目
六
の
三
五

三
沢
市
公
会
堂

三

案
件

三
沢
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

(

以
下

｢

都
市
計
画
変
更

案｣

と
い
う
。)

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
三
沢
市
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
一
月
十
八
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三
沢
市
建
設
部
都
市
整
備
課

三
沢
市
桜
町
一
丁
目
一
の
三
八

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
あ
て
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要
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登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(
パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

二
五
九
号

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

五
三
・
○
炭

酸
カ
ル
シ
ウ

ム
肥
料

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
○

公
定
規
格

の
と
お
り

青
新
産
業
株
式

会
社
八
戸
市
大
字
大

久
保
字
大
山
三

○
の
五

三
沢
都
市
計
画
道
路
の
変
更
(青
森
県
決
定
)

都
市
計
画
道
路
中
３
・
３
・
１
号
大
町
木
崎
野
線
ほ
か
５
路
線
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
｡

種別

名
称

位
置

区
域

構
造

備
考

番
号

路
線
名

起
点

終
点

主
な

経
過
地

延
長

構
造
形
式

車
線
の
数

幅
員

地
表
式
の
区
間
に
お
け
る

鉄
道
等
と
の
交
差
の
構
造



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
三
沢
市
建
設
部
都
市
整
備
課

２

閲
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
一
月
五
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
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幹線街路

３
・
３
・
１
大
町
木
崎
野
線

三
沢
市
大
町
二
丁

目
三
沢
市
大
字
三
沢

字
中
平

中
央
町
一
丁
目
､

堀
口
一
丁
目

約
4,630ｍ

地
表
式

４
車
線

22ｍ
Ｊ
Ｒ
東
北
本
線
と
立
体
交
差

１
箇
所

幹
線
街
路
と
平
面
交
差10箇
所

３
・
６
・
４
大
町
岡
三
沢
線

三
沢
市
大
町
二
丁

目
三
沢
市
岡
三
沢
一

丁
目

中
央
町
二
丁
目

約
1,630ｍ

地
表
式

２
車
線

10.5ｍ
幹
線
街
路
と
平
面
交
差４
箇
所

３
・
５
・
２
中
央
町
猫
又
線

三
沢
市
中
央
町
三

丁
目

三
沢
市
大
字
三
沢

字
猫
又

花
園
町
三
丁
目

約
760ｍ

地
表
式

２
車
線

12ｍ
幹
線
街
路
と
平
面
交
差１
箇
所

３
・
５
・
３
三
沢
春
日
台
線

三
沢
市
大
字
犬
落

瀬
字
古
間
木

三
沢
市
春
日
台
一

丁
目

春
日
台
二
丁
目

約
380ｍ

地
表
式

２
車
線

12ｍ
幹
線
街
路
と
平
面
交
差２
箇
所

３
・
５
・
７
栄
町
線

三
沢
市
大
町
三
丁

目
三
沢
市
東
町
三
丁

目
松
園
町
一
丁
目

約
1,585ｍ

地
表
式

２
車
線

12ｍ
幹
線
街
路
と
平
面
交
差４
箇
所

３
・
６
・
１
古
間
木
三
本
木
線
三
沢
市
大
字
犬
落

瀬
字
古
間
木

三
沢
市
大
字
犬
落

瀬
字
古
間
木

三
沢
市
大
字
犬

落
瀬
字
古
間
木

約
600ｍ

地
表
式

２
車
線

11ｍ
幹
線
街
路
と
平
面
交
差３
箇
所

｢区
域
及
び
構
造
は
計
画
図
表
示
の
と
お
り
｣

理
由

本
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
土
地
利
用
を
勘
案
し
､
街
路
網
を
検
討
し
た
結
果
､
本
案
の
よ
う
に
計
画
し
､
都
市
機
能
の
維
持
及
び
増
進
を
図
る
も
の
で
あ
る
｡


